
（6面へ続く）

�フォークダンス教室
日時 �5月9日～6月20日の毎週水曜日13時～14時30分(全

7回)
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で15歳以上の方20人〈申込

制(先着)。中学生不可〉
申込 �4月11日㈬8時30分～総合体育館窓口で
ほか �費用2000円(申込時に支払い)
問合 �総合体育館☎(82)7175

�
運動能力を育てるキッズ運動教室
①未就学児②小学生

日時 �5月10日～6月28日の毎週木曜日①15時15分～16時
②16時15分～17時(全8回)

場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在学で①4歳～未就学児②小学生各15

人〈申込制(抽選)〉
申込 �4月12日㈭15時45分～16時に総合体育館会議室で

整理券を配布(1人1枚、代理人可)
ほか �費用4000円(申込時に支払い)
問合 �総合体育館☎(82)7175

�健康ストレッチ体操教室
日時 �5月10日～6月28日の毎週木曜日13時～14時30分

(全8回)
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で15歳以上の方60人〈申込

制(先着)。中学生不可〉
申込 �4月12日㈭8時30分～総合体育館窓口で
ほか �費用2000円(申込時に支払い)
問合 �総合体育館☎(82)7175

�春の市民ハイキング
日時 �5月13日㈰7時～
場所 �明

みょうじん

神ヶ
が

岳
たけ

・明
みょうじょう

星ヶ
が

岳
たけ

(箱根町)
対象 �小学生以上の方40人〈申込制(先着)。最低催行人

数20人〉
申込 �3月15日㈭～4月27日㈮に☎で(住所・氏名・生年

月日・電話番号を記入し、 (75)2635または an
tonio@jcom.home.ne.jpも可)

ほか �費用1500円(小学生500円)。JR茅ケ崎駅改札集合
問合 �茅ヶ崎山岳協会�☎(75)2635池田

�家庭婦人ソフトボール大会
日時 �5月13日㈰(予備日5月20日㈰)
場所 �茅ヶ崎公園野球場
対象 �市内在住・在勤・在学で18歳以上の女性または茅ヶ

崎市家庭婦人ソフトボール連盟登録者で編成した
チーム

申込 �4月23日㈪17時までに申込書(総合体育館内ス
ポーツ推進課で配布中。市HPで取得も可)を持参

ほか �4月25日㈬18時～総合体育館会議室で代表者会議
あり

問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�
湘南シニアテニス大会（ダブルス・団体
対抗戦�5試合制）

日時 �5月18日㈮9時～17時(予備日5月25日㈮)
場所 茅ヶ崎公園庭球場、柳島スポーツ公園庭球場
対象 �50歳以上の男性4人以上、40歳以上の女性2人以上の

合計10人以内で構成された16チーム〈申込制(抽選)〉
申込 �4月15日㈰までにチーム名、代表者名、予備日参加

の可否、出場予定者全員の住所・氏名・性別・電話
番号を記入し、 hiromimm@future.ocn.ne.jpへ

ほか �費用1人1000円(市外の方は1200円)を大会当日にチー
ム一括払い。4月22日㈰9時～茅ヶ崎公園野球場会議
室で組み合わせ抽選会あり。詳細は市HP参照

問合 �湘南シニアライフ協会☎090(8814)8405増田

福祉
�
転倒予防教室～ストレッチ、簡単な筋力
運動、介護予防の話、ちがさき体操など

対象 �市内在住で65歳以上の方
ほか �費用1回200円。運動しやすい服・靴着用。飲み物

持参。病気の方は主治医へ相談。申し込み不要
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当
日程（4月） 時間 場所

10日(火)
10時～12時 パルバル湘南スポーツクラブ※
14時～16時 ハマミーナまなびプラザ体育室※

11日(水)
10時～12時

福祉会館
鶴嶺西コミュニティセンター

14時～16時 青少年会館

12日(木)
10時～12時

さがみ農協茅ヶ崎ビル
茅ヶ崎地区コミュニティセンター※

14時～16時
松浪コミュニティセンター
ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎店※

13日(金) 10時～12時 小和田公民館

15日(日)

9時30分～
11時30分 汐見台パシフィックステージ※

10時～12時
茅ヶ崎たすけあいひろばぽかぽか※
松林ケアセンター※

17日(火) 10時～12時 萩園いこいの里

18日(水) 10時～12時
浜須賀会館
小和田地区コミュニティセンター※

19日（木）
10時～12時 小出地区コミュニティセンター※
14時～16時 鶴が台団地集会所※

20日(金) 14時～16時 高砂コミュニティセンター
24日(火) 10時～12時 コミュニティセンター湘南
25日(水) 14時～16時 鶴嶺公民館
26日(木) 10時～12時 しおさい南湖

27日(金)
10時～12時

鶴嶺東コミュニティセンター
香川公民館

14時～16時
香川公民館
海岸地区コミュニティセンター※

※印の会場は上履き持参

市民参加・市民活動
�市スポーツ推進審議会委員

人数 �2人
対象 �市内在住・在勤・在学で平日夜間の会議に出席で

きる方(ほかの審議会などの公募委員を除く)
内容 �スポーツ振興基本計画に基づく施策の推進に関す

る調査・審議・答申

任期 6月から2年間
会議 年2回程度
報酬 日額1万円
申込 �3月22日㈭～4月20日㈮に申込書(総合体育館、市

役所市政情報コーナーなどで配布。市HPで取得も
可)と作文「茅ヶ崎市のスポーツ推進について」
(800字程度)を〒253-0041茅ヶ崎1-9-63総合体育館
内スポーツ推進課へ持参( sport@city.chigasa
ki.kanagawa.jpも可)

問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�茅ヶ崎市立図書館協議会委員
人数 �1人
対象 �市内在住・在勤・在学で読み聞かせ活動など家庭

教育の向上に資する活動経験のある、または図書
館運営に知見を有する20歳以上の方(他の審議会
等の公募委員を除く)

内容 �図書館の運営、図書館が行う図書館奉仕活動に関
する事項

任期 5月から2年間
会議 平日の昼間年4回程度(予定)
報酬 日額1万円
申込 �4月1日㈰～15日㈰に申込書(4月1日～図書館本館、

図書館香川分館、各図書館分室、市役所市政情報
コーナーで配布。市・図書館HPで取得も可)を図
書館本館へ持参

問合 �図書館図書館担当☎(87)1001

�
長野県佐久市の「りんご」の木のオーナー
募集

　本市と「災害時における相互応援に関する協定」を結
ぶ長野県佐久市の名産である「りんご」の木のオーナー
を4月13日㈮まで募集します。また、りんごの名入れ
の他、花摘みなどの体験会も開催します。収穫に参加
できない場合は宅配便(有料)での発送もできます。詳
細はお問い合わせください。
〈品種〉わい化(低木)ふじ(1個200g～300g)〈費用〉年間1
本2万1000円〈生産者〉佐久平果実(りんご)生産組合
問合 �佐久市役所農政課農業生産振興係☎0267(62)3203、
　　男女共同参画課多文化共生担当☎(57)1414

生活
�
まなびの市民講師自主企画講座
おもちゃ病院・にこにこ

日時 �4月11日、5月9日、6月13日、7月11日、8月8日、9
月12日いずれも水曜日15時～16時30分（受付は16
時まで）

場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室
内容 �壊れたおもちゃの修理
講師 �瀬川貢さん(まなびの市民講師)
ほか �部品、材料交換の際は依頼者の自己負担あり
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
不用品バンク(2月27日現在)
(2019年3月で終了)

●不用品バンクは、無料のみ対象。詳細は市HP参照
〈ゆずります〉テキスト教材▷家具調こたつ▷犬用ゲー
ジ〈ゆずってください〉第一中学校女子制服一式▷子ど
も用自転車▷除湿機▷ピアノの補助ペダルもしくは補
助台
問合 �市民相談課消費生活センター
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認定NPO法人ゆい

【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

認定NPO法人ゆい
活動日　活動スケジュールは、ゆい をご覧ください。
問　合　荒井三

み

七
な

雄
お

☎090(3914)0062、 （83)0335、 info＠npoyuhi.org

　近年、浜辺だけに住む特有の植物群が減り始め、湘南海岸のハ
マボウフウやビロードテンツキなどの砂草もわずかしか残されて
いません。生物多様性を維持するため、私たちは湘南海岸の海浜
植生の保全活動をしています。今後は、地域野生植物資源の活用
として、地域特産物づくりにも力を入れていきます。

10代から80代のメンバーが協力

　市民参加型の環境保全活動は、海浜植物
の観察会、勉強会、植栽会、除草など、年に
10回ほど開催しています。植生の復元活動
のため、植物の発芽、育

いく

苗
びょう

など年間を通して
作業があり、10代から80代のメンバーが協
力し合って活動しています。
　自宅でもできる自然保護活動「砂草の里
親」になり、海浜植物の幼い苗を育てること
から始められます。お気軽にお問い合わせください。

代表の荒井さん

多くの方が参加する茅ヶ崎漁港での植栽会

ゆい

市県民税・保険料の公的年金からの特別徴収
　市県民税や保険料を公的年金から差し引く特別徴収には、年間額が決定する前の仮徴
収と、決定した後の本徴収があります。各徴収額の通知時期は下表のとおりです。
【①市民税課市民税担当②高齢福祉介護課保険料担当③保険年金課保険料担当・後期高齢者医療保険担当】

問合 通知内容 仮徴収額の通知時期 本徴収額の通知時期 その他

① 市 県 民 税

前年度公的年金等に係る年税
額の約6分の1の額が年金支
給時に徴収(前年度の納税通
知書でお知らせ)

年税額から仮徴収税
額を差し引いた額の
約3分の1の額が年金
支給時に徴収(6月上
旬に納税通知書でお
知らせ)

前年度中に特別徴収が
中止になった方で、今
年度再び対象になる方
や、新たに特別徴収の
対象となる方は6月・8
月は普通徴収、10月か
らは特別徴収

② 介 護 保 険
〈継続で特別徴収〉
前年度2月の徴収額と同額の
ためお知らせなし

7月中旬に納入通知
書でお知らせ

・8月分の仮徴収額は、
翌年度の徴収額を考慮
し、調整する場合あり
・国民健康保険の特別
徴収は、75歳になる年
度で中止

③

国 民 健 康
保 険

〈4月または6月から特別徴収〉
4月中旬までに仮徴収額決定
通知書でお知らせ

〈8月から特別徴収〉
6月中旬までに仮徴収額決定
通知書でお知らせ（介護保険
を除く）

後 期
高 齢 者
医 療 保 険
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市HPから市長へ直接メールを送ることができます


